
項目名 ＰＦＩ手法の検討
大綱要旨 ＰＦＩ手法は、これまで公共が担ってきた公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等

を一体として民間にゆだねることにより、公共サービスのより一層の効率化と財政的負
担の軽減を図ることが目的であることから、今後この手法について研究を進める。

改革内容 関係部局による全庁横断的な研究会等を設置する。
改革効果 様々な視点からのアプローチが可能となり、施設等の設置計画に対して全庁的で迅速な

対応が可能となる。
実施計画 　年　度 　着手・実施 　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳　細　内　容

14年度
15年度 ○着手 他都市の体制や事例について情報収集を行う。

16年度 ○着手 研究会等の設置、全庁的な役割分担等の検討を行う。

17年度
○実施

施設毎に想定される最適な手法を検討し、基本指針等の案を作成
する。


